
( 資料 7) 

戸 " 圧入 " 崔 育児休業、 介護休業等育児又は 家族介護を行う 労働者の 

福祉に関する 法律等の一部を 改正する法律 ( 概要 ) 
( 成立日 平成「 6 年「 2 月「 目 な市日 平成「 6 年「 2 月 8 日 ) 

｜
 

次世代育成支援対策等において 大きな課題となっている 仕事と子育ての 
両立支援等をより 一層推進するため、 育児・介護休業制度に 関して以下の 

見直しを行う。 ｜ 
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一
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正
 

改
 

育
児
・
介
護
休
業
法
 

 
 

の 育児休業及び 
介護休業の対 

象労働者の拡 
大 

②育児休業期間 
の延長 

③介護休業の 取 

得回数制限の 

緩和 

廿
 

 
 

休
設
 

 
 の

度
 

子
制
 

④
 

れ は 刈 外 

wimizm@@ 子が「歳を超えても 休業が 

で 必要と認められる 一定の場 

""""""   血 " 
な 貝に達するまで   

対象家族「人につき 対象家族「人につき、 食護 皿 』   を   す   一の       " 続す 状態 

期間は、 続 3 か 月ま ごとに 月 ㌣目口台目。 

で   期間は済 して 93 日まで 

度
す
 

限
に
 

を
う
 

 
 

働
し
 

労
 と
る
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業
 

事
 

  

船
員
保
険
法
 

雇
用
保
険
法
 

⑥育児休業給付 

金及び介護休 

業給付金の支 

給範囲の拡大 

上記②及び③と 同じ 上記②及び③にあ れせて 改 

正 

施行期日 平成 1 7 年 4 月「 日 
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0  検討条項の追加 ( 改正法附則第 2 条 ) 

改正法附則に 次の規定を追加する。 

政府は、 この法律の施行後適当な 時期において、 第一条の規定による 改 

正 後の育児休業、 介護休業等育児又は 家族介護を行 う 労働者の福祉に 関す 

6 法律の施行状況を 勘案し、 期間を定めて 雇用される者に 係る育児休業等 

の 制度等について 総合的に検討を 加え、 その結果に基づいて 必要な措置を 

講ずるものとする。 
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を
 
一
層
促
進
す
る
こ
と
。
 

育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
 家
族
介
護
を
行
 う
 労
働
者
の
福
祉
に
 関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
 6
 法
律
・
案
に
 

対
す
る
附
帯
決
議
 

（
平
成
十
六
年
十
一
月
十
 セ
 日
来
 議
院
厚
生
労
働
委
員
 ム
巴
 

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
 次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
 を
 講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。
 

一
 
育
児
休
業
、
介
護
休
業
制
度
の
 有
期
契
約
労
働
者
へ
の
適
用
に
つ
い
 て
は
、
休
業
の
申
出
及
び
取
得
を
 理
由
と
し
た
庭
上
 

め
等
 不
利
益
な
取
扱
い
が
行
わ
れ
な
 い
よ
う
、
本
法
改
正
の
趣
旨
の
周
 ぬ
 徹
底
を
図
る
と
と
も
に
、
法
施
行
 後
の
有
期
契
約
 

労
働
者
の
休
業
取
得
状
況
等
を
勘
案
 し
 、
そ
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
 を
行
 う
 こ
と
。
 

二
 
看
護
休
暇
が
子
の
看
護
の
た
め
 の
 休
暇
で
あ
る
趣
旨
か
ら
、
取
得
 に
 当
た
っ
て
は
、
子
ど
も
の
負
傷
 及
 び
 疾
病
が
緊
急
か
 

っ
 不
測
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
 
取
得
手
続
き
に
十
分
な
配
慮
を
行
・
 フ
 と
と
も
に
、
子
の
人
数
に
配
慮
し
 た
 制
度
と
す
る
 

こ
と
に
つ
い
て
検
討
を
行
 う
 こ
と
。
 

三
男
性
の
育
児
休
業
取
得
を
よ
り
 
一
層
推
進
す
る
た
め
、
数
値
目
標
 達
成
に
向
け
て
事
業
主
に
対
す
る
 指
 導
 、
援
助
を
進
め
 

る
と
と
も
に
、
男
性
が
子
育
て
に
 参
 加
 す
る
こ
と
が
で
き
る
有
効
な
方
 策
の
検
討
を
進
め
る
こ
と
。
 

日
 

仕
事
と
生
活
の
調
和
の
実
現
に
 向
け
、
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
を
 
取
得
し
や
す
い
環
境
を
整
備
す
る
 と
と
も
に
、
「
年
間
 

総
実
労
働
時
間
千
八
百
時
間
」
と
い
 ぅ
 政
府
目
標
を
踏
ま
え
っ
 っ
、
所
 走
井
労
働
時
間
の
抑
制
及
び
年
次
 有
 給
 休
暇
の
取
得
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互
 

有
期
契
約
労
働
者
の
均
等
処
遇
 ほ
 つ
い
て
所
要
の
検
討
を
進
め
る
 こ
と
。
 

六
 

育
児
や
家
族
介
護
の
た
め
に
 離
 職
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
労
働
者
の
 再
就
職
支
援
を
は
じ
め
、
働
き
な
が
 ら
 育
児
や
家
族
 介
 

護
 を
行
 う
 労
働
者
に
対
す
る
地
域
に
 お
け
る
育
児
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
 充
実
に
取
り
組
む
こ
と
。
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男 
陸 
の 
:*? 

  
体 
業 
取 
そ与、     

を 
よ 
り 
  

層 
推 
進 
す 
る 

    た し 

め 

数 
値 
目 

標， 
達 
成 

に向 

け 
て 
事   

業 
主 
｜ 
対 
す 
る 

指 
導 

援 
助 を 

進 
め 

こ
と
に
つ
い
て
検
討
を
行
 ，
 
≦
こ
と
。
 

っ
 不
測
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
 

取
得
手
続
き
に
十
分
な
配
慮
を
行
 

，
 
フ
 と
と
も
に
、
子
の
・
人
数
に
配
慮
し
 

た
 制
度
と
す
る
 

  
  

看 
護 
休 
日服   
辛ヘ ・よ り   Ⅱ 

子 
の 

看 
護 
の 

た し 

め 
の 

休 
月窩 

で 
あ 
る 
  趣 
ヒ   

  コ カ 目 

ら 

取 
ヰ与 

ヰ， Ⅱ - 

当 
た 」 
ノコ 

て 
p ま 

子 
ど 
も 

の負 

傷 
及 

び疾 

病 
… カ 

緊急 

か 

措 
置 
を 
講   

ず 
る 
サ " 
""@ 

と 

、
育
児
休
業
・
介
護
休
業
制
度
 

め
等
 不
利
益
な
取
扱
い
が
行
わ
 

労
働
者
の
休
業
取
得
状
況
等
を
 

の
 有
期
契
約
労
働
者
へ
 

れ
な
い
よ
う
、
本
法
改
 

勘
案
し
、
そ
の
在
り
方
 

の
 適
用
に
つ
い
て
は
 

正
の
趣
旨
の
周
知
 
徹
 

は
 つ
い
て
総
合
的
に
 

、
休
業
の
申
出
及
び
取
得
を
理
由
 と
 

底
を
図
る
と
と
も
に
、
法
施
行
後
 の
 

検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
 
Ⅴ
Ⅰ
 

し
た
 雇
止
 

有
期
契
約
 

て
 必
要
な
 

政 
府 
ま ｜ 

本 
法 
の 
施 
Z- 行 
｜ 
当 
た 
り 

次 
の 

事 
項 
に し 
つ 
Ⅴ へ 

て ・ 

適 
切     
な 
措 
置 
を 
講 - - 。 

ず 
る 
べ 

ぎ 
で 
あ 
る 参 平 

  
  
  
ム " コ 目 

法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議
 

育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
 

又
 は
 家
族
介
護
を
行
 

う
 労
働
者
の
福
祉
 

に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
 

る
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る
と
と
も
に
、
男
性
が
子
育
て
に
 参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
有
効
な
方
 策
の
検
討
を
進
め
る
こ
と
。
 

四
 、
仕
事
と
生
活
の
調
和
の
実
現
 に
 向
け
、
仕
事
と
家
庭
の
両
立
が
し
 や
す
い
職
場
環
境
の
整
備
を
進
め
、
 が
 定
 休
 労
働
時
間
 

の
 抑
制
及
び
・
年
次
有
給
休
暇
の
取
 
得
 を
一
層
促
進
す
る
な
ど
、
子
育
て
 責
任
の
あ
る
世
代
の
長
時
間
労
働
の
 抑
制
に
取
り
組
 

む
こ
と
。
ま
た
、
待
機
児
童
問
題
 の
 解
消
、
・
多
様
な
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
 
保
育
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
な
ど
保
育
制
 度
の
整
備
を
一
 

層
 推
進
す
る
こ
と
。
 

五
 、
育
児
休
業
期
間
申
の
所
得
保
 障
の
在
り
方
を
含
め
、
総
合
的
な
 次
 世
代
育
成
支
援
策
 は
 つ
い
て
検
討
を
 行
う
こ
と
。
 

六
 、
有
期
契
約
労
働
者
の
均
等
 処
 遇
は
 つ
い
て
所
要
の
検
討
を
進
め
る
 こ
と
。
 

セ
 、
育
児
や
家
族
介
護
の
た
め
に
 離
職
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
労
働
者
の
 再
就
職
支
援
を
は
じ
め
、
働
き
な
が
 ら
 育
児
や
家
族
 介
 

護
 を
行
 う
 労
働
者
に
対
す
る
地
域
 に
お
け
る
育
児
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
 充
実
に
取
り
組
む
こ
と
。
 

八
 、
新
た
な
子
の
出
生
に
伴
っ
て
 育児
休
業
を
取
得
す
る
場
合
に
ほ
 、
 現
に
保
育
所
に
通
り
子
の
継
続
入
所
 を
 可
能
と
す
る
 ょ
 

う
 な
環
境
を
整
備
す
る
な
ど
、
 
更
 な
る
育
児
支
援
策
を
検
討
す
る
こ
と
  
 

右
 決
議
す
る
。
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